
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

長野県の豊かな自然や歴史ある風土を生かした伝統的工芸品を未来につないでいくため、県内企業

等が自発的に取り組む伝統的工芸品の魅力発信等を行う事業に対し、補助金を交付します。 
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１ 補助対象事業 

伝統的工芸品活用事業 

・県内企業等が伝統的工芸品を取り入れ、展示等や体験イベントなどを通じて魅力発信・知名度向

上を図る取組（※伝統的工芸品の購入等に要する経費を補助） 

２ 対象者 

次の（１）、（２）のいずれかに該当する者 

（１） 県内に本社または事業所を置く企業（大企業、中小企業または個人事業主のいずれかで 

伝統的工芸品事業者を除く） 

（２）中小企業等協同組合法で定義する組合のうち、県内に本所または支所を置く者 

 

３ 補助率及び補助金額 

補助率２分の１以内、上限 10万円 

 

４ 募集期間   

11月 7日（金）から 11月 28日（金）12月 26日（金）16時 30分まで※ 

（※募集期間内であっても採択額が予算枠に達し次第、受付を終了します。） 

 

５ 応募方法 

事業計画書等の応募書類は、持参、郵送、電子メールのいずれかにより事業所の所在地を 

所管する地域振興局商工観光課へ提出してください。 

応募書類は下記の URLまたは右の二次元コードからご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/mono/densan/junkanshien2.html 

 

６ 審査結果   

申請状況に応じて随時審査し、審査結果を応募者へ通知します。 

 

 

長野県（産業労働部）プレスリリース 令和７年（2025 年）11 月 28 日 

 

伝統的工芸品産業地域内循環支援事業補助金 

（二次募集）の募集期間を延長します。 

（問合せ先） 

担 当 産業労働部 産業技術課 
技術振興係 小山、清水 

電 話 026-235-7196（直通） 
        026-232-0111（代表）2940（内線） 
E-mail sangi@pref.nagano.lg.jp 

応募書類はこちらから 


